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地方創生特別委員会記録 
 

○開催日時 

平成２７年９月１７日 午前９時５８分～午後０時９分 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第３委員会室 

───────────────────────────────────────── 

○出席委員（１１人） 

   委 員 長  川 畑 善 照 

   副委員長  谷 津 由 尚 

   委  員  永 山 伸 一 

   委  員  井 上 勝 博 

委  員  今塩屋 裕 一 

委  員  福 元 光 一 

委  員  中 島 由美子 

委  員  小田原 勇次郎 

委  員  成 川 幸太郎 

委  員  下 園 政 喜 

委  員  森 満   晃 

───────────────────────────────────────── 

○欠席委員 

   委  員  川 添 公 貴 

───────────────────────────────────────── 

○その他の議員

   議  員  瀬 尾 和 敬 議  員  帯 田 裕 達 

───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者 

   企 画 政 策 部 長  永 田 一 廣 

   企 画 政 策 課 長  上大迫   修 

  ────────────── 

総 務 部 長  今 吉 俊 郎 

────────────── 

市 民 福 祉 部 長  春 田 修 一 

────────────── 

商 工 観 光 部 長  末 永 隆 光

 ───────────────────────────────────────── 

○事務局職員

   議 事 調 査 課 長  道 場 益 男 主 幹  久 米 道 秋

───────────────────────────────────────── 

○審査事件等 

 薩摩川内市人口ビジョン及び総合戦略の策定について 

 ・ 市総合戦略検討委員会（第４回及び第５回）の協議経過等について 

  ⑴ 薩摩川内市人口ビジョン人口の将来展望について 

⑵ 総合戦略に位置づける政策４分野の施策について 

─────────────────────────────────────────
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△開  会 

○委員長（川畑善照）ただいまから地方創生特

別委員会を開会いたします。 

 本日の委員会は、お手元に配付しております審

査日程により審査を進めたいと思いますが、御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川畑善照）御異議ありませんので、

お手元に配付しております審査日程により審査を

進めます。 

 ここで傍聴の取り扱いについて申し上げます。

現在、傍聴の申し出はありませんが、会議の途中

で傍聴の申し出がある場合は、委員長において随

時許可します。 

────────────── 

△薩摩川内市人口ビジョン及び総合戦略の

策定について 

○委員長（川畑善照）それでは、薩摩川内市人

口ビジョン及び総合戦略の策定についてを議題と

します。 

ここで、当局に資料の確認をしておきたいと思

います。間もなく人口ビジョン及び総合戦略の素

案が示されるものと考えておりますが、今回の資

料が素案のベースになっていくものか、説明をお

願いします。 

○企画政策課長（上大迫 修）今、委員長のほ

うからお問い合わせのありました、今回お手元に

お届けしております検討委員会の資料の内容が最

終的な、取りまとめます素案となっているのかと

いうことにつきましては、基本的にこのような立

てつけで整理をするということになっております。 

 なお、数値の目標等が今議論の最中でございま

すので出ておりませんが、本日配付さしていただ

いています、特に総合戦略の資料２─１から２─

４の内容において数値等を追加しながら、取りま

とめるということにしておりますので、最終案の

ほうに近いものというふうに御理解をいただけれ

ばと思います。 

○委員長（川畑善照）ただいま説明がありまし

たが、本日の資料をベースとし、素案に近い形で

の説明になるようですので、今後の委員会報告の

取りまとめも視野に入れながら、委員の皆様には

積極的な意見の開陳をよろしくお願いいたします。 

────────────── 

△薩摩川内市人口ビジョン人口の将来展望

について 

○委員長（川畑善照）まず、薩摩川内市人口ビ

ジョン、人口の将来展望について、当局に説明を

求めたいと思います。 

 なお、今回は、市総合戦略検討委員会の第４回

分を含めた形で、第５回の資料説明が中心となる

ようですので、御了承願います。 

 それでは、説明をお願いします。 

○企画政策課長（上大迫 修）それでは、今、

委員長のほうからありましたとおり、検討委員会

は第４回分と第５回分の資料をお手元にお届けさ

していただいております。４回分の中にはアン

ケート調査のほうを概略取りまとめたものがあり

ますが、本日の審議議題に沿いまして、第５回の

資料に基づいて人口ビジョンの説明に入らさして

いただきます。お手元に第５回の資料１、薩摩川

内市人口ビジョン、人口の将来展望という資料、

こういったものでございますが、お願いいたしま

す。 

 現在、人口ビジョンの将来展望につきまして整

理をしておりますが、１ページでございます。将

来展望を精査するに当たりまして、推計の条件等

を１ページに記載しておりますけども、推計の手

法としまして、コーホート要因法、下のほうに括

弧書きにありますが、５歳ごとの年齢刻みに基づ

きまして、それにいろんな条件等を付加する推計

手法でございます。これを用い、平成２２年、こ

れまでの国勢調査人口を参考としながら、推計期

間は平成７２年、２０６０年までの将来展望とい

う形でお示ししているところでございます。 

 下のほうに、生残率でありますとか、合計特殊

出生率でありますとか、純移動率というふうに書

いてございますが、簡単な説明を申し上げますと、

生残率は、出生から死亡に至るまで、死亡の要因

としてどれぐらい年齢層の部分で生存しているの

かということで、９９.９％寿命に到達するまでは

あるわけですけど、そこの係数に関するものです。 

 それと、合計特殊出生率につきましては、女性

が一生の間に産むと想定される出産数ということ

になりますので、人口置換水準と言われています

のは２.０７でございますが、本市は１.８６とい

う現状値にあることを踏まえて数字の整理をして

おります。 

 また、純移動率につきましては、転入転出だと

いうふうに客観的には捉えていただければよろし
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いかと思います。地域内外でどれだけの移動があ

るのかということで設定して、数字を示したもの

でございます。 

 まず、４ページをお願いいたします。結果の部

分からでございますが、４ページで、将来展望人

口と社人研推移人口、独自推計との比較というこ

とで、今回、作業するに当たりまして三つの作業

をいたしております。これは、青い線の部分、社

会人口問題研究所ということで、社人研という言

葉を使っておりますけど、そこが示したものを

２０６０年まで引き延ばした数字、これはグラフ

中、２０６０年が６万１,１６３人という数字が出

ております。 

 それと、独自推計の三角の黒の実線で囲った線

につきましては、総合計画等で用いましたものを

先延ばししてずっと見ていったときの数字が５万

３,９４７という数字でございます。 

 今回、将来展望という形で描いております線は、

四角の囲みをしております黄土色の線でございま

すが、２０６０年、６万８,８９０という数字を展

望という形でお示ししたいというふうに考えてい

るところでございます。 

 これは、表のトップに書いてありますが、出生

率を高めること、それと、転入転出と社会の移動、

地域内外の移動を極力ゼロにとどめていくような

政策でもっていくと、６万８,８９０という数字が

展望できるというような形にしております。 

 具体的に申し上げますと、２ページにお願いい

たします。最初に申し上げました出生数の政策と

しまして、グラフのうち黄土色の線の部分の注釈

がグラフの下のほうにちょっと書いてございます

が、２０４０年時点で特殊出生率を２.０７人、

２０５０年、それから１０年後を２.２０にという

形で設定いたしております。 

 ちなみに、２４年時点の本市が把握しておりま

す特殊出生率については１.８６でございますので、

２０４０年までに人口置換水準といわれる

２.０７にし、２０５０年時点ではさらに沖縄とま

ではいきませんけども、２.２まで引き上げること

で、出生率のほうを上のグラフの青い線から黄土

色の高い線のほうにシフトさせることを考えてい

るものでございます。 

 具体的に申し上げますと、社人研のほうが推計

しましたのは、２０１５年、平成２７年を

４,１７８としますと、このまま自然に任せますと、

２０６０年は２,１７１人になる出生率のほうを、

今申し上げました２０４０年、２ .０７、

２０５０年、２.２０にすることで、３,６４１ま

でこの下支えしようというような展望でございま

す。 

 下の表のほうに、１年間に産まれます出生者数

のほうを示しております。１歳区分平均といった

部分でございますが、１歳区分平均につきまして、

２７年度は約９００近くの出生率のほうが下がっ

ていく部分はあるものの、７００台をキープでき

るように誘導していこうというものでございます。 

 それと、二つ目につきまして、３ページ目でご

ざいますが、社会増での人口推移ということで示

しております。基本的には、下の表を見ていただ

きますと、三つ目でございますけど、年少人口、

生産年齢人口の人口移動率を上昇させていくとい

う考え方でございます。 

 人口のこれまでの推移を見てみますと、年少人

口が、１８歳から２２歳、２５歳ぐらいまでの人

口が、高校卒業、大学卒業とともに地域外への流

出等が多うございますので、ここら辺を中心に転

出を抑制していく。また、逆にそういった層が卒

業した後の転入を促していくというような部分の

社会移動に対して働きかけるという形を考えてお

りまして、これを人口全体で見ますと、上のグラ

フになりますが、今、約２７年前までの５年間の

人口のマイナスが９８８人、５年間で９８８ある

ものを、なだらかに２０６０年までにその人口の

出入りのほうをゼロにしたいというふうに捉えて

おります。 

 そして、先ほど、人口置換水準の話をしました

２０４０年までには、現行の９８８を４３６と半

減させながら、２０６０年時点では地域から出て

いく人口と入ってくる人口のほうを全体的に捉え

ていくという形での整理としているところでござ

います。 

 続きまして５ページをお願いいたします。 

 ５ページは、そのように展望を描いた中で、年

齢３区分がどのように変化するのかということを

示したグラフでございますが、２０１５年から

２０６０年で見ますと、棒グラフの総人口はやは

り右肩下がりでございますが、カーブは多少緩や

かになっているというふうに思います。 

 一方で、三角の生産年齢人口につきましては、

５万４,３１０人いたものが３万５,８６０という
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形になりますが、後ほど説明申し上げますけど、

人口の約半分近くは、この１５歳から６４歳まで

で占める形に移行できないというふうに考えてい

ます。 

 次に、老年人口につきましては、推計上は

２０２５年、これから１０年後が最も係数的に

ピークになるというように思っておりますが、そ

こからなだらかに下がっていくという形が自然の

摂理といいますか、そういう形になります。そう

しましたときに、２０６０年のときは２万

２,０４１人という形の数字でございます。 

 また、一番の関心事でございますけども、年少

人口等につきましては、１万３,５７３あったもの

を、２.０７、２.２というような施策を打つこと

で、１万９９０という形で示しておりまして、

６ページをごらんいただきますと、そのパーセン

トのほうが折れ線グラフの形で示さしていただい

ております。６ページの折れ線グラフのうち、四

角を囲っていた太実線の部分でございますが、現

行で約１４.１％の年少人口比率が、２０６０年度

には１６.０というふうに目指したいというふうに

思います。 

 次に、７ページの生産年齢人口につきましては、

パーセントでいいますと約５６.４から５６.５％

の人口比率がございますけれども、２０５０年ま

では右肩下がりで多少下降いたしますが、

２０６０年のところには反転させて２ポイントほ

ど上げていく、そういった軌道に乗せるという考

え方でございます。 

 最後に、８ページになりますけども、老年人口

につきまして、現行２９.５～６ポイントの部分が

ありますが、２０４０年を頭打ちに３２.０ポイン

トまで下がってくると。これは全国の自治体も一

緒でございますけど、そのようなイメージで推計

をし、全体としては、４ページにお示しましたと

おり６万８,８９０という将来展望の数値をもって

取り組んでいきたいというふうに考えて、取りま

とめた次第でございます。 

 以上です。 

○委員長（川畑善照）ただいま当局の説明があ

りましたので、これより質疑を行います。 

御質疑願います。 

○委員（成川幸太郎）今まで出生率の改善に取

り組まないのかという質問を今までしてきまして、

やっとこういう形で出てきたんですけども、出生

率を上げると数値をこうして組むのは簡単なこと

だと思うんですけども、出生率だけではだめであ

って、その子どもを産む年齢の人を具体的にどん

だけふやして、維持していくかということも肝心

なことだと思いますし、その出生率を上げる具体

的な策というのを、この後出てくるんでしょうけ

ども、やはりそこが一番肝心なところじゃないか

なと思うので、そこらについてはちょっとどんな

ふうにお考えですか。 

○企画政策課長（上大迫 修）先ほど説明申し

上げましたのは、数字上の捉え方であるわけです

が、今、成川委員まさしく御指摘されましたとお

り、出生数をふやすということのために母数とな

ります出産年齢の適齢期にあられる若い女性、ま

た関係します男性も含めてどのように政策をやっ

ていくのかというのを整理をしたのが、５年間で

はございますけど、総合戦略の中に書かさしてい

ただいた内容でございます。これは、もう出会い

の部分から、出生数をふやすための受け皿として

の環境の部分と、働きながらという部分がありま

すので、女性の雇用といったようなものも含めて

政策の中にちょっと検討さしていただいておりま

すので、後ほど、その点を説明さしていただきま

す。 

○委員（谷津由尚）国が示しているのは

２０６０年に１億人を維持するという政策に対し

て、２０年前倒しでその目標を達成して、さらに

上乗せをしていくという非常にアグレッシブな目

標数値です。非常にいいと思うんですが、本市の

目標値で出生率を２０５０年に２.２０にしたとき

に、そのままの推移で２０６０年まで行くという

理解でいいんですよね。 

○企画政策課長（上大迫 修）説明が漏れまし

たが、２０５０年以降は２.２０をキープしていく

形で見さしていただいております。 

○委員（谷津由尚）わかりました。じゃ、あと

１点、今からの各論の話に具体的な、何をもって

これを達成していくかという話になっていくと思

うんですけど、先ほど、総人口と年齢区分別の人

口の推移の表で、５ページです。老年人口の方は

２万２,０００人ということで、これは総人口に対

する割合が３０％ということになりますので、だ

いぶ本市の産業構造がこれから、この年齢の人口

構成で行った時に、どういう産業構造でなきゃな

らんかという形にもなってくるかなと思うんです
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けど、そことはリンクしてますか。当然今から出

てくる話だと思うんですが、一応確認のために。 

○企画政策課長（上大迫 修）リンクの部分を

適切にはちょっとお答えするのは難しい部分もあ

りますが、分析に当たりましては、生産年齢人口

のうち何割の方が職についておられるのかという

就業率というのを頭の中に入れた中で作業してお

ります。 

 よって、人口が減り、生産年齢人口が減ってい

く流れの中では、産業の全体のパイというのは、

やっぱり修飾する部分もあるというふうに考えて

おりますが、若者の方が就業につけるような産業

を育てていくという視点で、その創業とか、起業

とか、事業の継承といったことを議論しています

ので、ただ、副委員長が言われましたとおり、人

口が減るということは、地域の産業の規模という

のはやっぱり小さくなる。そこに供給します労働

力、就業率といったのは高くすることで雇用の場

が下支えできるというような相関の関係にちょっ

とございますので、そこら辺は議論をしてきたと

ころでございます。 

 ただし、直接どの産業をどのように伸ばしてと

いった部分の産業種別の構成の部分までは細かく

はちょっと難しい点もあったと思っております。 

○委員（谷津由尚）私が何を言いたいかと申し

ますと、１次産業なんです。１次産業に対して積

極的なアプローチをこれはしていかないと、老年

人口で３０％という人口比率になったときに、や

っぱり本市のバランスが狂ってくるだろうという

のがまずありまして、ざっと資料を先ほど見させ

ていただいたんですけど、なかなかちょっとそこ

の文面が見当たらんかったもんですから、どうい

うふうにお考えかなと思って質問しました。 

 じゃ、その辺の具体的な方策については、これ

から煮詰められるという理解でよろしいですか。 

○企画政策課長（上大迫 修）後ほど説明申し

上げます総合戦略の中では、雇用全体にとりまし

ての目標数値のほうをどう掲げるのかということ

がございますが、基本的な考え方としますと、就

業率や就業者数という形でしておりますので、産

業の構造の部分の捉え方といった部分は、なかな

か係数的にも示すことは難しい状況にあります。 

 ただし、成長戦略に書いたような成長分野につ

いては、ある程度のものができるんですけども、

１次産業において何人の雇用を維持するといった

部分の数値までの提示というのは、ちょっと難し

いかと思っておりますが、どうしても地域の産業

構造として考えると、その議論というのは必要で

ありますので、策定以降具体的にしていく中では、

地域の産業の構造が大きく変化していくことが予

想されますから、どのようにやっていくのか、ど

んなふうにやったほうがいいのかというのは、進

めながらの話の中で結果を見ていくというような

形で作業していきたいなというふうに思っている

ところです。最初の時点で設定をしてというのは

ちょっと難しい部分があるかもしれませんけど、

進める過程の中では、その農業のほうが衰退し切

って荒れ地になってとか、そういうことにならな

いような方策というのをとっていくような、対症

療法的になるかもしれませんけど、そのような考

え方でおります。 

○委員（井上勝博）一応こういうふうに目標を

決めるということだと思うんですけれども、先進

国の中ではフランスが少子化対策では成功をして

いると言われていますよね。 

 で、そんなに詳しく勉強したわけじゃないんで

すけども、よく言われるのは、女性が働きやすい

環境をつくると、子育てしやすい環境をつくると。

で、保育料を無料にするだとか、公的なベビーシ

ッターとか、さまざまな子育てしやすい環境づく

りを進めていったと。で、そのことによって、子

どもを育てることが非常に楽になっていったとい

うことが、少子化対策を成功させる鍵であるとい

うふうに聞いたことがあるんです。 

 それから、合計特殊出生率だったかどうかちょ

っと正確には覚えてないんですが、鹿児島の和泊

町が一番出生率が高いと言われていて、これはＮ

ＨＫで特集をしたことがありまして、逆に出生率

が低いのが、たしか東京都港区だったというふう

に思うんです。 

 なぜ、そうなのかというと、和泊町の場合は、

その地域全体で子どもを育てるという空気があっ

て、病気になったとき保育園にお母さんが駆けつ

けて、じゃ、どうしようかというときに、隣のお

じいちゃん、おばあちゃんにポンと預けるという

ことが簡単にできると。だから、３人、４人の子

どもさんを引き連れたお母さんにインタビューす

ると、あと３人は欲しいですねとかいう答えが返

ってくるというんですね。そういうやっぱり非常

に子育て環境というのが大事になっているという
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ふうに思うんです。 

 そういう点で、フランスや和泊町の教訓という

か、そういうものが考えられているんだろうかな

というのをちょっと思ったもんですから、お尋ね

したいと思います。 

○企画政策課長（上大迫 修）総合戦略を検討

するに当たりまして、フランスの例とか、今御発

言になりましたけど、アンケート調査をした段階

でもその経済的負担の問題というのは大きくク

ローズアップできたというふうに思っております

ので、そこにも検討を加えて政策の中に織り込む

形といたしておりますので、また説明申し上げま

す。 

 それと、もう一つ、和泊の例や東京の例をお示

しいただいておりますが、基本的にその地域の受

け皿というか、子育て環境といった部分をどのよ

うに改善できるのかということも議論をさしてい

ただきました。 

 で、井上委員の御指摘の中にありましたとおり、

人口問題とか、子育てといった問題は、決して

サービスを一部提供さしていただいています行政

だけの問題ではなくて、地域の皆さんが取り組む

問題という、その担い手というんですか、そうい

った部分も大きく議論していかないと、単純に助

成制度ができたから、保育料を無料にしたからと

いうことでできる問題じゃないというのがありま

すので、今後は、そういった部分も強化していく

ようなことを進めながら考えていく必要があると

いうふうに思っております。 

○委員（井上勝博）地域のそういう子育てをし

やすい環境づくりというのがあるんですけど、逆

に、その港区の例、港区だったと思うんですけど、

例でいうと、なぜ育てにくいのかといったら、保

育料がばかでかいと。月に七、八万円すると。と

ても二人目というのは考えられませんという、そ

ういうお母さん方の意見があって、やっぱり行政

の役割も大きいわけで、そこはちょっと逆のこと

を考えると、行政がやっぱりしっかりする。その

上で、地域も子育て環境がつくれるようにしてい

くということだと思いますので、よろしくお願い

します。 

○委員（成川幸太郎）トータルで２０６０年に

国は１億人を下回らないようにということで出し

て、今回の地方創生の分が出ているんですけども。

今のこの薩摩川内市を見ますと６万８,８９０人。

現状から見ると、３割減になっているんです。国

は、今から２割減、１８％前後なんだけど、例え

ば、今回この総合戦略を出すのに、国は１８％で、

薩摩川内市は３０％で出すけども、そこら辺のと

ころの数字の整合性というのはあんまし考えなく

てよろしいんですか。 

○企画政策課長（上大迫 修）国のほうがさき

につくりました１億ビジョンにおきましては、今、

成川委員御指摘のとおり１億２,６００万人いる国

の人口を、２０６０年に約１億２００万人ぐらい、

約二十数％の減少で見てはあるんですけども、私

どもがこの人口の展望を描くときに、地域の３年

齢層の区分でありますとか、地域の実情を鑑みま

したときに、国と同じように２割程度の減に持っ

ていくというのは、政策コントロールが極めて難

しい。要するに、ある意味シビアに見て、きちっ

とその人口減に対応できるような地域の構造等を

図っていくべきだということでしましたので、こ

れを国に合わしてつくっていくという形からする

と、現実的にはかなり乖離したような状態になる

というのも考えましたので、基本的に厳しい内容

ではありますが、きちっと自分たちのその地域の

環境を見たときに、３割減にとどめるんだと、そ

ういう目的の設定の仕方が有効ではないかという

ふうに至ったところでございます。 

○委員（成川幸太郎）数字自体はそれでいいと

思うんですけども、ただ、国が２割ぐらいの減で

こういう計画をつくっているのに対して、薩摩川

内市が３割減といった場合に、国が予定している

助成金の支給割合というのが、国の希望に沿った

形のところには優遇的な助成がされて、国の方針

に下回っているところには回される金額が減るん

じゃないかという懸念もするんですけど、そうい

うことはないと思いますか。 

○企画政策課長（上大迫 修）国は、国が定め

た総合戦略や長期ビジョンを勘案してと言ってま

して、なおかつ、みずからの判断において策定し

なさいというふうに言っておりますので、その点、

みずから判断してということですから、書いた内

容、中身、数字等については何ら問題ないと思っ

ています。 

 それと、国が来年度もまた用意します新型の交

付金等に対してどうなのかというと、国は、地域

みずから決めたことを他の地域の先駆性をもって

取り組むユニークなものとか、効果の高いものに
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対してすると言っていますので、目標の数値が

３割と２割と異なるからその交付金がいただけな

いというか、活用できないということではなくて、

地域の実情に応じたきちっとした政策が打ててる

のかということが、交付金を活用できる一番の条

件になるのではないかなと思っておりますので、

努力はいたしますので、そこは御理解いただきた

いと思います。 

○委員（成川幸太郎）そうであればよろしいん

ですが、こんだけ手間をかけてつくったやつで出

したら、１兆円の予定が１,０００億円ぐらいに減

ったわけですから、予定したよりも非常に入って

きた金は少なかったなということがないように、

しっかりと要請をかけてください。 

○委員（小田原勇次郎）私は、第４回の検討会

資料も拝見させていただいた中で、この２ページ

と３ページの数値の展望についてちょっとお聞か

せ願いたいんですが。この第４回目の市民アン

ケートについては、この検討会を、いわゆるプレ

ス発表をした段階で、ＮＨＫさんがたしか夕方に

ニュースで発表されて、若者の実に７８％程度が

薩摩川内市に残りたくないと。いわゆる残らない

というようなアンケート結果であったということ

で、市民の方々も非常にインパクトというか、シ

ョックを受けておられる方々もたくさんおられた

というのを前置きにしまして。そういう現状の中

において、この２ページの人口移動の推移、出生

率の部分と社会増減のこの推移の見方なんですが、

当然に出生率が上がると。そして、今度は社会増

減の人口推移を見るとマイナスもふえているとい

うことは、当然人がふえても地元に残る人がいな

いので、出ていく人が当然にふえていくと。何ぼ

出生率を上げても出ていく人をふやすだけなんだ

という状況の中において、この展望の見方は極め

て両方の政策がマッチングして、両方ともうまく

いった状態の極めていい状態の展望として我々は

見る必要があるのではないのかなと。シビアな、

いわゆる目ではなくて、両方とも政策がヒットし

た場合にこの展望ができるんだという極めて厳し

い見方をすべきではないのかなというふうに思う

んですが、そこあたりの解釈をお願いしたいと思

います。 

○企画政策課長（上大迫 修）今、まさしく小

田原委員御指摘のとおり両輪という形で考えてお

ります。後先は、子どもを出産されることが先な

のか、転出を防止することが先なのかといいます

と、鶏・卵になっておりまして、若者の方が出て

いかず定着していただかないと、その方々が子育

てに入らないというのがありますので、これはど

っちが先かというのは明確に技術的にも言える話

ではないんですけど、両輪となって、それが組み

合わさったときに達成できる、描ける人口が６万

８,８９０というふうに御理解いただきたい。決し

て楽観視できる数字じゃなくて、この数字は政策

がかみ合って、地域とともに今の取り組みができ

て初めて達成できるような厳しい内容になってい

るというふうには御理解をいただきたいと思いま

す。 

○委員（福元光一）今、数名の委員のほうから

いろいろ意見が出たんですけど、私はもっともだ

と思うんですけど、この書類の作成をば、もうい

かにも２０６０年には人口が減ると。今の流れか

らいったらそう見られるかもしれませんけど、こ

こでやはり減る状況にあるには、社会の雇用の面

とか、そういうのはこういう状態で減るとかとい

うのをつくるというのは、今までどおりなんです

けど、やはり、もう一例、これは薩摩川内市独自

の極端なだけ、行政マンの努力、また議会の意見

も聞いて、２０６０年には人口は増えると。それ

はどうしたらふえるかというのは、先ほど、副委

員長のほうからも話がありましたように、第１次

産業に今までのような生ぬるい施策じゃなくて、

びっくりするような施策をとって、第１次産業を

しっかりとして、第２次産業、第３次産業と基礎

的に、段階的にしっかりしていかないと、今まで

どおり企業誘致、企業誘致でも人口が減ったと。

企業が来るところはないと。そういうのは今まで

どおりであって、この表にあるように、やはり人

口は２０６０年度には減るでしょう。 

 しかし、ふやそうという考えも持って、こうい

う書類を出すときは、もう一例書類をつくって出

して、こういう状況では減ります。こういう状況

ではふえますと。これは減るというのも先になっ

てみないとわからんし、ふえたときには、ああ、

減る計算だったんだけど、ふえたでよかったなと、

それはみんな喜ぶ。 

 しかし、ふやす努力もしないと、これはもう薩

摩川内市はやがては沈没すると、なくなると。大

きく言ったら、日本も人口が減ってきたら、もう

人口の半分以上は外国人が入ってくると。日本と
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いう国名もなくなるという、そこまで本当はこの

書類に書かないかんとです。薩摩川内市というも

のがなくなるよというふうに、本当で２０６０年、

西暦２０６０年、３０００年というところまで計

算をしていってたら、これ２０６０年までですけ

ど、これが本当で、今度、その次はどうなるんで

すか。予想でいったらずっとゼロになるわけでし

ょう。 

 だから、今度はふやす努力も私はしないと、や

はり先ほど、若者が、小田原委員のほうからもあ

りましたように、ＮＨＫの調査で、若者が薩摩川

内市には住みたくないと。もう滅びていくところ

におって、後はわがたっでせんないかんなよと。

それよりも人口の多かところへ行ったほうがよか

よというふうな考えも一つはあろうかと思います

から、やはりこういう２例を考えて、第１次産業

を強くして、こうしていったらふえますよ。計画

を立てて、そして、やはり明るい、希望のあるま

ちづくりをつくっていかないと。 

 これを見たら、余り希望がない。それと、ふえ

る、人口がふえますよ、２０６０年にはふえます

よという書類を出してもらったら、我々も、その

第１次産業はこういう施策をしていきます。２次

産業、３次産業と行ったら、やはり委員の方々も

この委員会をするのに力の入れようも違うと思い

ます。だから、どんなふうに考えられるか。 

○企画政策課長（上大迫 修）今、福元委員か

らありましたとおり、一つの考えとしてはわかり

ますが、国が今回、グラウンドデザインというこ

とで長期ビジョンを立てたのは、人口が減る流れ

の中で、どういう対処をしていくのかということ

を明確に解決するために示しています。 

 よって、その人口が薩摩川内市でふえるという

ことは数字的に書いていくことは可能でもありま

すし、施策的にその効果をどう出るのかというが

わからない中で書くことは可能なんですけど、今、

私どものほうがこの人口推計を、ビジョンを出さ

していただくときに、人口は減ることを前提とし

てどのように取り組んでいくのかという究極の命

題に対して、方向性のある数字を示そうという形

にしてきておりますので、人口をふやすという形

でのパターンは議論の除外になっています。これ

からそれを戻すということは基本的には考えてお

りません。どのような形で地域が生き残れるのか。

生き残るために若者をどのように移動させていき、

出生率を上げていくのかというその具体例という

か、直接的な課題解決にアプローチをするための

議論をするためのビジョンという形で示しており

ますので、ふやす推計をする考え方は今も持って

おりませんし、今後も難しいというふうに思いま

す。 

 ただ、福元委員が言われました、夢がないと、

という部分がありますが、何もしなかったら相当

なレベルまで行くものを、一緒になって上げてい

くと。上げる余地があるといった部分からすると、

進めていく段階では福元委員言われたような夢を

持ってとか、何もかも地域がなくなるということ

じゃなくて、地域を残すための手法としていかに

取り組むべきかというふうに議論をしていければ、

委員の言われた部分も結果として見えてくるのか

なというふうにちょっと思っておりますので、再

度になりますが、ふやす人口推計を提示する考え

方は持っておりませんで、基本的な議論ができる

ように、厳しい数値ではありますが、住民の皆さ

んとこの数字は共有したいというふうに考えてい

るところです。 

○委員（福元光一）今、課長の話を聞いてみま

すと、基本的にはそういう減る、今の現状を見つ

めて、減る。国の方針に従ってやはり薩摩川内市

はどういうふうに減るのを少しでも少なくするか

というのを目的に、こういう地方創生の議題にな

っているのかと思うんですけど。で、あったなら

ばそれはそれで正解だということでしたら、せっ

かくこの委員会もできたんですから、やはり薩摩

川内市独自の、またこの際だから委員会をしまし

ょうと言うて、これが一応済んでからでも、また

特別にこの委員会を延長して、後は、やはり今、

私が言うたように、ふえるという、これを薩摩川

内市独自でいいですから、議題に上げて、そした

ら、どうしたらいいか。いつも言うように、あな

た方もやはりまだまだ働かにゃいかん。我々もま

だまだ知恵を出していかないかん。そういうこと

になっていくと思いますから、やはりそれだけは

一応考えとってください。この委員長報告があっ

た後でも、また、どう考えておりますかと、どう

いう方向に行きますかというのを個人的に聞いて

きて、そして、こうやりますよと言ったら、また

議会でもんで特別に委員会をつくってもいいと思

います。 

 そしたら、今の減る、２０６０年には減ります
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よというのを本当で、このグラフだけではいかん

なよという意見もありますけど、やはり真剣に考

えて、減るということについて考えると思います

から、よろしくお願いします。 

○企画政策部長（永田一廣）福元委員のほうか

ら御指摘いただきました。課長が答弁いたしまし

たとおり、４５年後に、今、９万９,０００、この

数字を維持あるいはふやすというのは、国の全国

的な傾向の中で現実的に無理です。 

 ここにも示してありますとおり、何もしなけれ

ばと言ったら言葉が変ですけど、パターンを三つ

示しておりますとおり、本市の独自推計では、

４５年後に５万３,９４７ですか、こういう数字が

見えてます。 

 こうした中、出生率を向上させ、それから若者

を引きとめると、こういう施策を講ずることによ

って、多少ですが、６万８ ,８９０、１万

５,０００人ほどは高めるんだと。減少はしていき

ますけど、高めるという将来ビジョンをお示しし

ておりますので、その点は御理解いただきたい。

こういう厳しい現実にあるということを日本国あ

るいはそれぞれ市町村でまず直視して、今後どう

しようかという議論をするのが、このビジョンの

性格です。 

 それで、この委員会の取り扱いについては、も

う議会の権能ですので、そちらのほうで御議論い

ただきたいと思いますが、総合戦略をつくった後

です。その結果重視、検証という言葉もあります。

毎年、この戦略を取り組んだ結果、どう変化して

きているのかというのを我々も検証していきます。 

 それと、この人口減少、課長も言いましたとお

り、行政だけで取り組めるものではございません。

先ほども、子育ての問題もありましたが、地域と

か、あるいは団体とか、そういったいろんな主体

が取り組む必要がありますので、検証する中で、

ぜひ議会のほうでも、委員会の取り扱いは別です

けれども、議会のほうでも、我々も一生懸命知恵

出しをしますけれども、議会のほうでも、あるい

は地域においても毎年、この人口減少を食いとめ

るための手立てというんですか、そういうアイデ

アをお互いに出していく必要があろうかと思いま

すので、御協力いただきたいと思います。 

○委員長（川畑善照）福元委員、よろしいです

か。議会で決めなきゃならん問題もありますので。

ほかにないですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川畑善照）ほかにありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川畑善照）それでは、委員外議員か

ら質問はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川畑善照）質疑はないと認めます。 

 以上で、薩摩川内市人口ビジョン、人口の将来

展望についてを終わります。 

────────────── 

△総合戦略に位置づける政策４分野の施策

について 

○委員長（川畑善照）次に、総合戦略に位置づ

ける政策４分野の施策について、当局に説明を求

めます。 

○企画政策課長（上大迫修）よろしくお願いし

ます。お手元に第５回の検討委員会の資料で、

２─１から２─４というこのホッチキスでとめま

した書類があると思いますが、お手元に準備いた

だきたいと思います。 

 全体のバランスのことがございますので多少時

間がかかりますが、１から４番まで全体を通して

ちょっと説明さしていただきます。よろしくお願

い申し上げます。 

 まず、資料２─１でございます。「生き生きと

働くまち薩摩川内」、薩摩川内で働くということ

でございますが、この総合戦略の構成としまして、

基本目標を書いております。その下のほうに数値

目標を、基準値、目標値とございますが、ここは

基本目標の数値目標ということで、今検討中でご

ざいますが、今配付の資料のほうには入っており

ませんので、御了承をお願いしたいと思います。 

 そして、（２）ということで、施策の基本目標

ということが書いてございますので、この基本目

標に対しましてどのような方向性をもって施策を

展開するのかというのが、この基本目標として整

理をしております。 

 裏面を見ていただきまして、２ページでござい

ますが、まず構成の説明ですので、裏面を追って

いただきますと、それぞれの施策に対しまして具

体的な取り組みというのはどのようにするのかと

いうことが、この（３）の部分に書いてございま

す。 

 そして、それぞれの取り組み、施策としての取

り組みについて毎年検証いたしますので、そこに
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ＫＰＩということで評価指標を設定するという形

になっております。 

 さらに、２ページの下を見ますと、短期・中期

の工程表です。どのようなアクションフローでも

って展開していくのかという工程表をつけるとい

う形になっております。 

 本日の資料の中には、基本目標の数値目標、施

策としてのＫＰＩ及び中長期の工程表については

記載しておりませんが、その他については記載し

ておりますので、これより薩摩川内で働くという

ことで、１ページから説明申し上げます。 

 まず、基本目標でございますが、薩摩川内で働

く魅力と価値の向上ということでしてございます。

地域の雇用の絶対数が充分でないことや、求職者

の希望職種と求人がマッチングしていない。高校

卒業後の進学などによりまして若者が大きく地域

外へ流出しているということがございますので、

これに対応して、中段からになりますけども、雇

用を支える産業がさらに元気になるための方策と

か、特性・強みを生かした産業の創出等を進めて

いく必要があるというふうに考えて、基本目標と

しております。 

 そしてまた、下段のほうに書いてありますとお

り、地域が持ちます資源や技術等を生かした観光、

次世代など、六次産業化などの分野において積極

的に進めるとともに、医療・福祉分野において、

労働力の供給も含めた取り組みをやりますし、若

者や女性などの雇用環境を改善していくというこ

とが、ここの働くといった部分での政策の方向性

であろうというふうに思っております。 

 次に、（２）の基本の方向でございますけれど、

ここは三つ掲げております。一つ目は、薩摩川内

型産業の創出と支援体制の強化ということで、こ

れは市全体、産業全体を見た横断的な取り組みを

書こうというようにしております。中身としまし

ては、市内企業への総合的な支援というふうに書

いてございますが、個人や企業の産業活動を支援

しますとともに、企業誘致等を進めていくという

形といたします。 

 二つ目につきましては、分野別の取り組みとい

うことで、地域成長戦略に掲げました４ビジネス

分野について取り組みを強化していくことを書い

てございます。 

 三つ目には、安心・快適な職場環境づくりとい

うことで、先ほどの意見の中にもありましたとお

り、働きやすい環境をつくっていくことが雇用を

安定化させ、就職につながるという形で考えてい

るところでございます。 

 めくっていただきまして、これを施策ごとに具

体的に説明申し上げますと、①の業種横断的な取

り組みの中は四つで構成しております。この表の

中ということでございますが、（１）で、まず雇

用を生み出すための新事業・新産業の創出と成長

産業への支援ということで、内容に書いてありま

すような企業連携協議会等の支援でありますとか、

新たな技術・サービスの開発支援、それと、地域

資源を活用しましたコミュニティビジネス等の支

援等を行っていくことしており、それを担います

担当セクションとしてごらんのようにお示しをい

たします。 

 （２）につきましては、事業・産業の創出と同

時に、創業しやすい環境づくりをつくっていくと

いうことが重要であるというふうに考えておりま

して、そのためのセミナーや支援制度の拡充を行

います。 

 三つ目には、地域成長戦略の中にもありました

が、それを支援する体制の構築というのを急ぐと

いうことで、（仮称）薩摩川内市産業支援セン

ターの設立を図ります。 

 ４番目でございますが、このように内発型の事

業の創出や創業及び支援体制を構築しながらも、

地域の優位性を生かした企業誘致ということを展

開する旨を（４）に示したところでございます。 

 次に、右側、３ページになりますが、施策の

２として、分野別取り組みをしておりますが、こ

れは地域成長戦略でも示しましたとおり、（１）

で、一次産業の確立、六次産業化等の推進という

ことから、これは書きぶりのほうはいろいろござ

いますが、要は、一次産業の競争力を強化し、総

合的に農林水産漁業等も含めた担い手の育成を図

り、六次産業化や連携を図ることでそれを実現し

たいということで記載しております。 

 二つ目に、観光分野につきましては、観光物産

産業の振興によります交流人口の拡大と競争強化

ということから、宿泊施設の収容能力の向上など、

観光関連産業の振興と体制の強化といったものを

しておりまして、内容の中に書いてあります中で

は、コンベンション等の誘致による交流人口の拡

大でありますとか、受け入れ体制の強化といった

点では、観光物産協会のＤＭＯ機能の強化も示し
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ているところでございます。 

 三つ目には、次世代エネルギー等を生かしまし

た産業の創出ということから、具体的に、地域で

生み出しましたＬＥＤ灯の販路拡大、付加価値構

造の話でありますとか、竹バイオマス等の産業都

市構想の推進によりまして、竹を使った製品等の

生み出し方といった部分もしておりますし、次世

代エネルギー等を活用した新たなビジネスといっ

た部分も取り組むべきといたしております。 

 ４番目は、生活支援産業の創出という形になっ

ておりますが、地域におきますヘルスケア産業の

育成を図るということから、その創出に向けた諸

取り組みのほうをやっていくということを整理い

たしました。 

 次に、裏面の４ページでございます。安心快適

な職場環境づくりにつきましては、二つでござい

ますが、若者の就職・育成・定着に向けた取り組

みとしまして、市内企業と学校との情報交換であ

りますとか、新たな取り組みとしましては、市内

に就職する方に対し、大学を卒業して地域に就職

される方々に対しまして、奨学金等がありました

ら、その負担軽減を図る新たな制度を導入する考

え方を整備しつつございます。 

 二つ目には、女性の活躍できる雇用環境の創出

という点からは、やはり事業者等を含めて働きや

すいようなその方法でありますとか、環境づくり

ということに取り組むことを付加したところでご

ざいます。これが雇用でございます。 

 次に、資料の２─２で、薩摩川内で暮らすとい

う部分に入らさしていただきますが、暮らしに対

しましては、基本目標のところに、豊かな自然で

ありますとか、地域のコミュニティがしっかりし

ている、治安もしっかりしているということ。比

較的定住意向も高い暮らしやすいまちだという評

価がありつつも、小田原委員先ほどありましたと

おり、報道の中では若者が継続して地域に住みた

くないということがありましたので、それを参酌、

整理をしますと、人口減少が顕著なことから、や

はり人材の創出や定住強化等を図っていくべきと

いうような結論に至り、その方向性を整理したも

のでございます。 

 特に、（２）の基本方向の中では、移住の促進

ということをきちっとやろうというふうに位置づ

けております。ワンストップでの相談や支援する

体制づくりに加えまして、地域おこし協力隊の拡

充・導入等。また、地域おこし協力隊が地域に定

着できるようなプログラムの実施というものが必

要というふうにしておりますし、さらには、大学

との地域連携によります人材育成機能の強化等に

取り組むことといたしました。 

 ２ページでございますが、施策の１の定住に関

しましては、再度になりますけど、支援に向けま

した機能強化と定住しやすい制度の拡充でござい

ます。特に、見えてきている中では、薩摩川内に

住むという関係からしますと、働く場所は地域外

にあっても薩摩川内に住んでいただくような職と

住が近接するような、連携するような部分等を考

えますと、新幹線定期補助金等の拡充といったこ

とも必要ではありますし、民間金融機関等も一緒

になったリフォーム等の支援といったものも連携

してやっていく必要があるというふうに記載した

ところでございます。 

 地域起こし協力隊の拡充は、先ほど説明したと

おりでございます。 

 また、３ページにつきましては、大学との地域

連携等による活性化ということでございますので、

一つ目の産業を生み出す人材の創出につきまして

は、大学生が地域の事業者のところにインターン

シップでスキルアップのために来られたり、また、

そういう人材確保といった意味から、起業される

方がアプローチをするような取り組み。 

 ２番目で、活性化につながる人材ということに

ついては、地域が会社を立ち上げたり、企業化す

ることに対して、大学生等がその実践フィールド

というんですか、実際、地域に出て研究・開発を

するプログラム等を推進することで支えること。 

 さらに、ここは再掲になりますけど、大卒者等

が地域に定着するような、その奨学金の負担軽減

措置などについての政策をここで位置づけたとこ

ろでございます。 

 次に、２─３でございます。先ほど、子育ての

分でありました薩摩川内で育てるといった部分で

ございますが、基本目標の中では、婚姻について、

妊娠・出産について、子育てに関して、いろいろ

なニーズや課題がありますので、このことからの

書き出しになっておりますが、行政や地域におき

まして出会いの場づくりを支援するということも

書いてございます。取り組むことといたします。 

 若者の安定した雇用を確保していくこと。さら

に妊娠・出産・子育てにつきましては、周産期の
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医療を確保しつつ、子育て世代の負担軽減やその

緩和を図ること。それと、働く女性の子育てされ

る女性の皆さんのことも考えて、仕事と生活のバ

ランスをとれる環境を創設していくことを目標の

中に掲げたものでございます。 

 そのため、（２）の基本方向の中では、子育て

しやすい環境整備とサービスの充実という点をし

ておりまして、議論になりました保育料等の経済

的負担等を実施することで整理をいたしておりま

す。 

 出産後も働きたい女性を応援するということで

は、待機児童をゼロにするでありますとか、ニー

ズに対応した保育サービス等について政策を打っ

ていく。 

 三つ目につきましては、結婚から子育ての各段

階におきまして、若者の出会いでありますとか、

各種の相談といったものを展開すべきというふう

にいたしました。 

 このため、２ページでございますが、①の部分

は、初めての出産の方に加えまして、出生率のほ

うを２.２０に上げていくということからしますと、

もう一人持ちたい夢をかなえるという観点に立ち

まして、産前産後のケアにつきましては、従来の

取り組みを継続し、拡充していくこと。２番目に、

子育て世代への経済的負担については、多子世帯

の保育料軽減及び子どもを高校・大学に進学させ

る際の奨学金の貸し付け型ではなくて、給付型の

制度の充実といったものを議論をし、盛り込むべ

きとしたところでございます。 

 もちろん、放課後児童クラブや放課後の子ども

教室の充実といった部分もこの項に掲載いたしま

す。 

 施策の２の出産後も働きたい女性の応援につき

ましては、まず一つに、待機児童の完全解消とい

った部分がございますので、そこを明記いたしま

すし、（２）のほうで、ニーズに対応したサービ

スの充実をさらに進めます。それと、三つ目に、

子どもを持つ世帯に優しい環境づくりといった部

分からしますと、地域及び事業者も中心となった

休暇や出産に伴う離職から再就職に関するもの等

についての環境づくりを進めてまいります。 

 三つ目の結婚から子育ての各段階の支援でござ

いますが、若者の出会い、婚活の支援ということ

では、ＮＰＯ法人、任意団体等のイベント開催に

ついて支援の体制と仕組みを持ちたいというふう

に考えます。 

 二つ目の相談体制の充実につきましては、子育

て世代包括支援センターの設置によりまして、子

育て世代に対する不安解消に取り組みつつ、あわ

せて感染症予防でありますとか、不妊の関係の温

かいサービスの部分を付加したい、維持したいと

いうふうに考えます。 

 三つ目には、周産期医療につきましては、きち

っと、ハイリスクの分娩とかありますので、そこ

に対応できる環境を整えることが不可欠であると

したところでございます。 

 最後になります。早口で申しわけありません。

２─４の薩摩川内をつくるといった部分でござい

ます。 

 基本目標の中では、地域の課題として甑島地域

を初めとした市の中心部から離れた地域では、交

通の便が悪いや、買い物が不便などの課題。甑特

有なものとしましては、健康や医療に関する施設

やサービスの問題。市街地部分では、防災面の不

安や人が集まりにぎわいのある拠点がない等々を

踏まえまして、こうした市内各地の課題に対し、

各地域の実情の把握というのはもちろんのことで

ございますが、都市のコンパクト化や交通ネット

ワークの形成、ＩＣＴ等を使いました生活支援シ

ステムの構築等を通じまして、地域における多様

な暮らしを実現していくということも書いてござ

います。そういう取り組みの方向性を。 

 このため、施策の基本的方向は、１と２は地域

全体に対して確保すべき、対応すべき政策、３と

４は、それぞれの特質や傾向に応じて対応する政

策という形で整理をいたしました。 

 １でございますが、地域力を生かした安全・安

心な地域づくりということから、コミュニティ、

安全・安心、教育といったものを書き上げており

ます。 

 二つ目に、人口減少を踏まえまして、公共資

産・既存ストックのマネジメント強化ということ

等もございますので、空き家に対するアプローチ、

公共施設の見直し・再配置に対するアプローチを

示しております。 

 三つ目は、それぞれの地域に対してでございま

すが、都市のコンパクト化の推進ということで、

都市施設の再配置や誘導、中心部におきますにぎ

わいの創出等を書いております。 

 四つ目には、小さな拠点ということでございま
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す。集落機能を維持することが困難な地域におき

まして、いかに住民の生活を確保・維持していく

のかということについてまとめていくべきだとい

うような整理でございます。 

 ２ページでございますけども、ここは、施策

１で、地域づくりに関して、全市的な部分でござ

いますが、地域力強化・維持の部分では、コミュ

ニティの重要性、二つ目には、安全・安心の確保

という部分、三つ目には、教育といった部分がご

ざいます。このコミュニティ、安全・安心、教育

といったものが地域の魅力として発信できて、評

価されるといったものがどうしても地域を形づく

っていく上ではベースとなるというふうな部分で

ございます。 

 施策の２は、３ページでございますが、空き家

の利活用に関することと、公共施設の再編に関す

ることとしておりまして、可能かどうかというの

は厳しい部分がありますけど、空き家管理人の有

料ビジネスみたいなものも検討しながら、空き家

の改修等を促進していく。質問等もいただいたと

ころでございますが、そういったものがイメージ

されるのではないかというふうに整理をいたしま

した。 

 施策の３は、個別の形態に対してでございます

が、都市のコンパクト化の推進でございますけど

も、（１）で、コンパクト化の推進と地域ネット

ワークということで、マスタープラン等におきま

してその方向性等を示し、街なか定住を促進しな

がらそのネットワークを図っていくという考え方

です。 

 二つ目には、にぎわいある街なか拠点、これは

アンケートの中でもありましたので、街なかの拠

点機能のコンベンション等の充実・強化、また、

民間プロジェクトという形で、次世代エネルギー

等を活用する部分にありますが、スマートタウン

等の整備や民間の開発誘導ということで、建ぺい

率・容積率についての見直し、それに、環境・エ

ネルギー政策によります支援ということで、ス

マートタウンの都市形成といったものを街なか、

にぎわいの中で生み出すだすべきというふうにい

たしました。 

 裏面でございますが、（３）特に中心市街地に

おきましての新たな都市機能の充実といった部分

では、空き店舗等におきます資産活用から、創業

の支援でありますとか、新店舗開設などの支援、

まちなかの駐車場の問題や事業誘発の問題という

のを取り組むことといたします。 

 最後になりますが、施策の４、小さな拠点とい

うことでございますが、括弧書きで多世代交流・

多機能型と書いてありますけど、ここはいろんな

議論がございますけども、究極につきまして、住

民の集まりやすいところを中心に各種機能を集約

させて、住民の生活に不自由がないような形でシ

ステムといいますか、環境をつくり上げていくと

いうことにしておりますので、内容の部分につき

ましては、買い物とか、防災の部分の生活支援の

部分をどうするのか、交通の部分をどうするのか、

もよりの買い物を支えるような商店といったもの

をどのように守り抜いていくのかといった部分の

議論をし、方向性を出したいというように整理を

したものでございます。 

 長くなって申しわけありません。四つ、全て説

明さしていただきました。 

○委員長（川畑善照）ただいま当局の説明があ

りましたが、大きく四つの政策がありましたので、

政策ごとに質疑を行いたいと思います。 

 まず、資料２─１の「１ 生き生きと働くまち

薩摩川内」について、御質疑願います。 

○委員（福元光一）今るる説明がありましたが、

今までの施策とそんなに大きく変わってはいない。

しかし、同じことを繰り返し繰り返し努力して、

いろんなことにバックアップ体制をしていくとい

う気持ちはわかるし、そういう気持ちであると思

われます。 

 そこで、お聞きいたしますが、生き生きと働く

まち薩摩川内のこの（３）の真ん中に、「（仮

称）薩摩川内市産業支援センターを設立し、地域

産業を育成します」と書いてありますけど、例え

ば、農業に関しては地域産業なんですけど、今ま

で農業公社があって、農家の支援を今までやって

きたんですけど、また新たにこうして薩摩川内市

の産業支援センターというのを設立して地域産業

を育成するということは、具体的にいいますと、

農業に関しては、今まで農業公社がやっとった以

外にどんなまた支援をされていかれるのか、ちょ

っとお伺いいたします。 

○商工観光部長（末永隆光）産業支援センター

についてのお尋ねでございました。 

 この産業支援センターにつきましては、この総

合戦略の目玉として位置づけているところでござ
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いますが、背景といたしまして、これまで生産年

齢人口とか、市内の総生産の減少等がございまし

た。誘致企業の撤退とか、雇用環境の悪化などが

ございまして、市としてこれから新たな雇用を創

出していく必要があるということで、第２次総合

計画の中にも位置づけているところでございます。 

 目的といたしましては、市内企業、これは市内

の企業だけを対象にしているのではございません

で、農業者であったり、林業、水産業、全ての業

種にわたる事業者の皆さん方を対象にして、その

皆さん方が抱える課題への対応、あるいは新たに

創業を目指す人など新たな事業展開への支援、そ

れから企業間や関係機関との連携など、総合的な

支援を行うためにこのセンターを設立することを

目的としております。 

 来年の４月に開設を予定しておりますが、今、

福元委員のほうから言われました農業公社もある

のに、農業分野でどういったことができるのかと

いうことでございますが、例えば、今、六次産業

化についてのいろんな取り組みが始まっておりま

す。川上側から例えば川下側である企業側と一緒

に手を組んで新しい事業を起こすとか、そういっ

た場合に、まずは相談業務を、相談から始まると

思うんです。 

 そうしたものをこのセンターの中でまず相談か

ら進めていって、マッチングをしながら新しい事

業に結びつけていくというようなものが考えられ

ますので、農業者であっても相談業務から入って

いって、新たな展開に結びつけるというようなも

のが、このセンターの大きな目的の中にあるとい

うふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○委員（福元光一）というのは、今までいろん

なものを商工観光部のほうで窓口になって対応さ

れていたのが、やはり職員数が少なくなるという

のか、仕事量がふえるというのか、対応できない

ということで、また新たにこの支援センターを設

けようという考えだと思うんですけど、やはり余

りにもいろんなものをつくっていくと、それだけ

経費もかかるわけですからね。だから、やはりコ

ンパクトにできるところはコンパクトにやって、

今の現状でやっていったらいいんじゃないか。 

 というのが、商店街の支援として、今ある観光

物産協会とか、いろんなものが今までもあったん

ですけど、それもつくって統合していくというの

であったならば、それを解消して、この支援セン

ターというのに一つにまとめるとか、そういう努

力も必要じゃないかと思うんですけど、また検討

の余地があったら検討をしていただきたいと思い

ます。 

○商工観光部長（末永隆光）新しい組織をつく

るということに対しての御意見でございますが、

この産業支援センターといいますのは、全ての業

種を対象としていることもあります。その中に、

市内にもいろいろ商工会議所あるいはＪＡ、森林

組合、漁協、それから大学とか、高校、いろんな

関係機関が存在するわけです。 

 で、非常にこれまでもそれぞれ窓口があって対

応してたんですが、今回つくるこの産業支援セン

ターにつきましては、相談からまず入っていくん

ですけど、窓口を一本化してワンストップでス

ピーディーにやるということで、事業者の皆様方

の相談なりをお聞きし、それを関係機関とうまく

結びつけていく。紹介をするとか、あっせんする

とか結びつけながら、その本人に寄り添って新た

なビジネスを起こしていこうということにありま

すので、新しい組織でありますが、関係機関との

結びつきを強めるということを念頭に、今後新し

い組織をうまく回して、薩摩川内市の雇用の増大

につなげるような産業であるとか、地域の活性化

につなげるようなものに結びつけていきたいとい

うふうに考えております。 

○委員（福元光一）わかりました。ここでお願

いしておきます。やはりそういうセンターなり、

いろんなところを設けていくと、やはり雇用の場

もふえるわけですから、いいことはいいんです。

でありますから、できるだけ若者を突き出し式に

下から組織体制をつくっていくように、そういう

ふうに組織をつくっていただきたいと思いますか

ら、よろしくお願いします。 

○委員（井上勝博）この生き生きと働くまちと

いうことなんですが、経営者側から見た内容はい

ろいろ書かれてあるんですが、働く側から見た働

きやすさって何だろうというふうに見たときに、

やっぱり結構ブラック企業も多いと思うんです。 

 統計があるわけじゃありませんけれども、私の

ところで相談があるのは、有給休暇をうちはない

よというふうにはっきりと言われたとか、もうと

にかく休暇がとれなくて、もうブラックもブラッ

クというような、お店ですけど、そういうものも
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あったりして。それに対して、やっぱり働きやす

い環境づくりという点で、行政側は何もしなくて

いいんだろうかっていうのがあると思うんです。

そういう点でどうなんですか。こういう労働問題

ちゅうのは労働基準監督署があるわけですけれど

も、ただ、行政側としてもそういう働く人たちの

環境をどうルールをやっぱりつくっていくのかと

いう点では、何か考えていく必要があるんじゃな

いだろうかと思うんですが、そういう問題意識は

ないですか。 

○商工観光部長（末永隆光）資料の４ページの

施策３の（１）のところにもちょっと出ておりま

すが、若者が働きやすい環境づくりの広報・啓発

というのがございます。この労働問題というのは、

これまで国、労働局、ハローワーク、労働基準監

督署も含めてなんですが、国、県が主体的に取り

組んできた分野でございます。 

 そうした中で、さまざまな事業をハローワーク

でも展開をしております。これがなかなか企業側

に伝わっていない部分もございまして、先ほど言

われました有給休暇がないとか、そういった問題

も生じているのではないかと思います。 

 市としてできることは、こういった環境づくり、

そういった制度面について広く若者とか、女性と

か、市民の皆様方に広報・啓発する分野だと思っ

ておりますので、市としては、そういうものに力

点を置いて、今後も市民に対する広報に力を入れ

ていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○委員（井上勝博）例えば、市としてできるこ

とは広報だということなんですけれども、市とし

て行事として成人式という行事をされております。

成人式に来られる方は学生とか、もう既に就職さ

れている方とか、いろんな人たちがいるんだけれ

ども、しかし、多くはこれから働くよという人た

ちが多いと思うんです。 

 そういう人たちに、例えば労働基準法というの

をきちっと基礎的なことを勉強してもらうという

ことだとか、それから、やっぱり経営者側に対し

てもちゃんとその労働基準法を知ってもらうと。

知らないわけです。アルバイトは有給休暇はない

んだとか、はっきりと言う人もいますし、これは

もうあるわけですから、そういうものが経営者側

にちゃんと伝わってないという問題があります。

そういったのをもっと重視していただきたいなと

いうふうに思います。 

 以上です。 

○委員（中島由美子）今のと関連するんですけ

れども、やはり若い方々が高校を卒業したり、大

学を卒業したりして、外に出ていく。市外、県外

に出ていく大きな理由というのが、やはりこの薩

摩川内市のいろんな、それなりに働く場所はある

わけですけれども、その労働に対する対価です。

福利厚生であったり、お給料という面が結構低い

部分というのが多くあるのではないかなという声

を聞きます。 

 ですから、経営者のほうもしっかりとそれなり

のもうけがないと、従業員とか、職員とかそうい

う方々に対する給料をたくさん払えないというも

のがあって大変だとは思うんですけれども、そこ

あたりをやはり経営者側の努力、そして、それな

りに今回賃金も上がってるわけですよね。最低賃

金も上げてきているけど、やはり鹿児島とかは下

から２番目でしたか、そんな感じですから、大変

難しい問題ではあるかもしれないけれども、それ

なりにほかに引けをとらないぐらいの所得がここ

では得られるよと。そして福利厚生もしっかりし

ているよというものが出てきたときに、薩摩川内

市で働こうかなというそういう意識になるのかな

と。そうでないものがやはり根強くあるので外に

出ていくのかなというのも感じますので、そこは

難しいと思うんですけれども、経営者側にもしっ

かりと努力をしていただいて、やはり働きやすい

環境というのは、そういうことですよね。やはり

それなりの所得がないと、ここには残ってもらえ

ないんだよというような、そういう感覚を植えつ

けていただきたいというか、勉強していただきた

いというか、そういうことを感じるんですけど、

いかがでしょうか。 

○商工観光部長（末永隆光）今、中島委員のほ

うから言われましたとおり、確かに鹿児島県の中

では市民一人当たりの所得というのは高いほうな

んですが、やはりこれも大企業から中小企業まで

ございますので、中小企業の皆さん方に至っては、

やはり給与面とか福利厚生面ではかなり厳しい面

があるというふうに思っております。やはりこの

部分を底上げしなければ、なかなか若い人たちは

定着しないものというふうに考えているところで

ございますが、先ほど言いましたとおり、国の制

度の中で企業が若者を応援する宣言をした場合の
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制度とか、あるいは、正規労働化。パートから、

アルバイトから正規職員にする場合の補助制度と

か、あるいは、若い人たちがもっと自分の能力を

伸ばしたいという場合のスキルアップの事業とか、

いろんなものが準備をされているんですが、なか

なかこれを取り組む経営者が少ないのかなという

ふうに思っておりますので、こういう面について

やはり広報とか、先ほどもありましたが、いろん

な機会を捉えて経営者の皆さん方にもそういった

面を周知徹底しなければならないと思っておりま

す。市として、そういったところに今後注力して

まいりたいと思います。 

○委員（谷津由尚）３点あります。まず、具体

的な施策ということで、施策１に対してですけど、

これを見させていただいたときに、私はちょっと

これじゃだめだろうと思うんです。何が理由かと

いいますと、あと一歩踏み込んで、あと一歩深掘

りしたテーマでないと、具体的施策はもうＫＰＩ

に結びつけられませんよ。そこをどうお考えなの

かがちょっとわからないです。 

 具体的に言いますと、ここに載っているのは、

県との連携プランが一切うたわれてないんです。

ただし、内容としては西回り自動車道、工業団地

の整備、川内港の利活用促進。これは内容的には

県と連携せんとできん事業をうたっています。し

かし、どういう形で県とこれを連携するんだと、

そこまで踏み込んでここに具体的にうたわないと、

ＫＰＩに指標として設定できないでしょう。まし

てや、現状値を、基準値を決めて、それに対する

指標を設定するわけですから、そこがちょっと理

解できない点です。それが１点です。 

 ２点目です。施策２のところで、先ほど言いま

した一次産業の件はここなんです。生産年齢では

なくて、老年人口の方は本市から転出される可能

性が非常に低いんですね。つまり、本市から動か

ない人口なんです。 

 そういう方々に対して、どういう内容を充実す

るんですかと、どういうアプローチをやるんです

かということが多分ここにないと思うんです。こ

こについては、若い若年層を一次産業に取り込む

とか、そういうことに対しては非常に有効的なん

ですけど、私が言いました老年世代に対して、そ

の老年人口に対して、動かないその年齢帯に対し

てどのようなアプローチをするんですかというこ

とです。これが２点目です。 

 ３点目です。この観光産業のところに入ります。

３ページの（２）のところです。これは大変いい

んです。今までやってこられたことも非常に具体

的でいいんです、効果も出てます。 

 ただ、今後、この本市の社会雇用基盤の強化と

いう一環で観光産業を育てていかにゃいかんわけ

ですから、そういう意味で言うと、もうちょっと

めり張りをつけるべきであろうと思います。 

 具体的に申し上げますと、甑の宿泊業の方々の

環境です。端的に言いますと、労働者の方が長期

的に宿泊される目的の宿泊施設、あるいは、一般

の観光客がお泊りいただける施設、これはやっぱ

り今の丼勘定じゃいかんと思います。今のところ

は明確にこれは分けるべきではないかと。これは

一つの例です。そういう泥臭いところまで今回は

入っていかないと、効果としては私は結びつけら

れないんではないかと。非常に効果が出にくいん

です。こうやって分けていくと出やすいんです。

その辺のことです。つまり具体的な設定の仕方で

す。この辺について。 

 以上、３点質問します。 

○企画政策課長（上大迫 修）まず１点目なん

ですけど、ＫＰＩと結びつかないのではないかと

いう類いの御指摘がありましたので、ここの部分

については、特に施策の１です。業種横断的な取

り組みのところで、今現在ＫＰＩの部分で考えて

おりますのは、直接雇用に結びつくケースが一部

についてはあるんですけれども。例えば年間の起

業者、業を起こされる方の件数を設定できないか

というふうに考えている分がございます。それと、

具体的に従来の企業誘致によります雇用者数です。

これは起業されると、今、１事業者一人当たり

１０人未満ぐらい方が大体係数すので、その企業

者の数がふえると雇用がふえるというような形で

の結果を見てみたいし、新規雇用につきましては、

企業誘致に伴います係数の設定というふうに考え

ております。 

 このほかにも、企業連携協議会というのがござ

いますが、そこの活性化によりまして、そこでの

事業者数がふえるといった形のＫＰＩの縦型とい

うのをちょっとイメージして作業をしているとこ

ろでございます。 

 御指摘の（４）の企業誘致、県との連携の部分

を具体的に書き込まないと、どういうアクション

につながるのかといった部分が見えないといった
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御指摘のほうをいただいておりますが、ここの具

体的なアクションの部分につきましては、短期・

中長期の工程表の中でどのように、今、関係者等

含めてアプローチしていくのかというのを体系図

みたいなものでちょっと示したいなというふうな

ところにとどまっているところです。 

 二つ目の老年人口に対してどのようなアプロー

チをするのかということなんですが、今回、総合

戦略をつくり上げますときに、若い世代の雇用で

ありますとか、定着に主眼を置いております。よ

って、就業率でありますとか、雇用の人数全体を

見ますと、高齢者の労働力といった部分に焦点を

当てる方法もあるわけですけれども、従来の取り

組みの中でそれを行いつつ、特に若い方のところ

の雇用を、企業でありますとか、新参入の創出で

持っていくということで、アプローチをするに当

たりましてかなり絞り込んで政策立案をしたとい

ったところがございますので、老年人口の部分に

対するアプローチの記述といった部分については、

具体的にはこの総合戦略の中で、どうするといっ

た部分の記載はしておりません。 

 三つ目の部分は、商工観光部長の答弁にも関係

するんですが、私のほうで、事務局で整理をさし

ていただくときに、いみじくもありました甑の宿

泊機能、事業者に対する支援といったのをピンポ

イントで表現するべきではないかということは、

きちっと議論をいたしまして、表現ぶりとしては、

こういう書き方になっておりますけども、具体的

に予算を組み、国から交付金を取っていくような

段階では、直接的な支援としてそういったものも

頭の中に描いておりますので、ちょっと書くまで

には、かなり業界全体のことも含めて調整が必要

な部分があるのかなというのがありましたので、

具体的には書いてありませんが、実行に当たって

は、そういった視点を持って進めるということは

確認しているところでございます。 

○委員（谷津由尚）わかりました。１点、これ

はもうお願いになります。２ページの一番下、

（４）です。とにかく県との連携プランを具体的

に盛り込まないと弱過ぎます。これはどちらかと

いうと、県が主体性を持ってやるべきことですか

ら、それに対して本市がどんだけアプローチを具

体的にやっていくかというテーマに持っていかな

いとどうしようもないと思います。これ再考をお

願いします。 

 以上です。 

○委員（成川幸太郎）今、施策ごとに数値目標、

ＫＰＩを設定するようになっているんですけども、

その中に、内容として１、２、３、４とかあるん

です。内容の中の具体的事業というのは、これか

らどっかから示されていくんでしょうか。 

○企画政策課長（上大迫修）二つに分けて回答

させていただきます。 

 ＫＰＩにつきましては、細かく分けた（１）、

（２）、（３）と、この一つ一つに対応する形で

は、ＫＰＩ設定はさせるものもありますけど、基

本的には行政横断的な取り組みとしてひとくくり

でＫＰＩを複数設定するという形なので、これに

一つ一つの諸施策に対応する形ではないものがあ

ります。 

 それと、この具体的な取り組みの事業につきま

しては、従来事業で対応するものや、拡充するも

の、新規に議論するものがありますので、その具

体像については平成２８年度予算をするときにお

示しする形になるのかなというふうに考えており

ます。これから煮詰める作業もありますので、具

体的に今の段階で事業が全て書けるというもので

もありませんので、あくまでもその取り組むべき

方向とアプローチの仕方といったものが御理解い

ただけるように表現したいと思います。 

○委員（成川幸太郎）恐らく施策の下に書いて

ある数値目標というのを項目を見ると、２行とか、

３行になっていますので、非常に抽象的な数値目

標になるんじゃないかと思います。 

 ぜひその事業計画をつくられるときに、これに

沿ってどういった中の事業であるということが市

民にわかるような形での提案をしていただくよう

にお願いをいたします。 

○委員長（川畑善照）ほかにないですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川畑善照）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員からの質疑はないですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川畑善照）質疑はないと認めます。 

 次に、資料２─２の「２ 暮らしたいまち薩摩

川内」について御質疑願います。 

○委員（井上勝博）後で、全体で言おうかと思

ったんですが、ここかなという感じがするんです

が。要するに、暮らしたいまちというときに、や

っぱりよく市民の皆さんから話になるのは、どこ
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どこの自治体では国保税が安いよとか、水道料金

が安いよとか、そういうのがやっぱりありますよ。

実際の問題として、現実の問題として。ここは子

どもの医療費が中学校卒業まで無料だよというの

も一つありますよね、ここは。だけど、もう今は

中学校卒業というのは当たり前になってて、高校

卒業まで無料化しているところがどんどんふえて

います。だから、そういうのが現実なんです。そ

の現実問題というのが、後で言おうと思ったんで

すが、見当たらないんです。 

 それから、例えば子育ては書いてあるんですけ

ども、病院が近いとか、安心して医療機関にかか

られるとか、それから、学校が近いとか。学校が

近いちゅうのは、後で子育てのところか、どっか

でか、小・中学校統廃合の問題が書いてあるけど、

これは逆行していると思うんですけども。そうい

った現実に市民が願うまちづくりという点では、

何かちょっとごそっと抜けているような気がする

んですが、そこら辺のお考えというのをお聞かせ

願いたいんですが。 

○企画政策課長（上大迫 修）ここには暮らし

やすいまちと書いてあるんですけど、まず最初に、

薩摩川内で暮らすというふうに書いてございます。

これは、現在、薩摩川内に住んでいる方々を対象

にしたものではなくて、転入人口をふやすという

政策のもとに絞り込んできたものです。 

 井上委員が言われますとおり、確かに水道料金

が安い、保険料が安いといった部分が転入の誘導

でありますとか、転入者を促進することがないと

は言いませんし、そういうことは確かにあると思

いますけども、そういった給付型だけではなくて、

きちっと地域を知っていただいて定着いただける

ように、例えば今申し上げました資料のほうで言

いますと、２ページの定住支援に向けた機能強化

という点では、住むところの不動産の情報であり

ますとか、学校の情報、医療の情報といったもの

を適切に見ていただくような情報提供であります

とか、短期に住んでいただくようなインターンシ

ップみたいな話であるとかということで、外から

入ってくる人にそのインセンティブを持たせる、

もしくは納得して来ていただくというようなこと

をしようとしております。 

 で、水道料金、保険料等については、現行住ん

でおられる方にどんだけ還元するのか、住みやす

いことを維持していくのかというのは、片方にき

ちっとあるというのは認識しておりまして、これ

までも、やれる部分、やれない部分、いろいろ意

見を交わしながらしておりますので、この政策の

立てつけとして、他の地域から薩摩川内に来ても

らうきっかけをいかに生み出して転入者をふやす

のか、移住者をふやすのかとなっておりますので、

掲載ぶりというんですか、伝え方といった分につ

いては御理解をいただきたいというふうに思いま

す。 

○委員（井上勝博）やっぱりいろんな細かいこ

とを議論する以前に、市民が本当にまちに対して

何を求めているのか。アンケートをいろいろとっ

ていらっしゃるわけですけども、これを細かく分

析するというのも大事なんだけれども。実感とし

て、住みやすいまちづくりという場合には、今言

ったように、学校が近いとか、保育園が近いとか、

近くに小さな店だけども便利な店があるとか、そ

ういうものだと思うんです。あと、福祉が充実し

ているとか、そういうのが、何かこのまちづくり

の中でやっぱり核になるべきところなんじゃない

かと思うところなんです。 

 だから、そういう点で、この暮らしたいまち薩

摩川内というところで、定住者の方々を対象にし

た考えだということなんですけども、住んでいる

人たちがそこに定住することが大事であって、住

んでいる人たちがどんどん出ていくんでは、やっ

ぱりまちづくりとしてはうまくいかないという面

があると思いますので、意見として申し上げます。 

○委員長（川畑善照）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川畑善照）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員からの質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川畑善照）質疑はないと認めます。 

 次に、資料２─３の「３ 子育てするなら薩摩

川内」について御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）２点あります。まず、第

４回の資料のアンケート資料で、２３ページです。

最終的な子どもの数が理想より少ない主な理由、

上位１０項目。で、その１位が子育てや教育にお

金がかかり過ぎると。これはことし６月に調査さ

れたデータですね。それと、その次のページの子

育てに際しての不安や苦労というのがあって、こ

れがトップの２項目が、経済的負担、それと自分

のことをする時間がないというこの三つのアン
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ケート結果があるわけですけども。一つ目の質問

は、子のアンケート結果に対してどのような対策

がうたわれているのかということが一つ。それと、

これは以前、質問もさせていただきました。第

２次薩摩川内市子ども・子育て支援事業計画との

どういう形でこれが整合するのかという、この

２点をお伺いします。 

○市民福祉部長（春田修一）ただいま２点の御

質問でございましたが、私どもも今回のニーズの

中では、委員おっしゃいますように、子育てにお

金がかかり過ぎる。あるいは産前産後のケアが不

安だと。あるいは働きたくても働ける場所がない

というようなこと等は、子育て計画の中でも同じ

ような結果が出ておりました。 

 そのようなこと等から、今回の部分で考えたの

は、まず、産前産後ケアをどうするのかという話

と、いろんな子育てサービスをどのような形で情

報を提供できるのかということと、それと、待機

児童対策をどうするのかというようなこと等で大

きく書き込みをしたところでございます。 

 そのようなこと等で、お金がかかり過ぎる、経

済的負担ということでは、施策１の（２）の中で

も、経済的負担の軽減という形で書き込みをして

おります。 

 それと、不安や苦労ということでは、やっぱし

本市の中でも近居とか同居世帯というのもあるん

ですが、核家族化という部分もあります。そのよ

うな形で、産前産後の心配事、そういう相談する

相手がない。どういう情報があるのかという部分

がございましたので、ここについては各段階に応

じた相談体制の充実というようなこと等で、子育

て世代包括支援センターの設置ということをワン

ストップ化を図っていきたいと。 

 この中で、保育所の入所も含めまして、妊娠か

ら出産、そして子育て、それに携わるいろんな相

談体制を整えていければというふうに考えたとこ

ろです。 

 それと、子ども・子育て計画との整合性はとい

うことでございますが、これについては、子ど

も・子育て計画の中にうたっておりました待機児

童の解消、あるいは保育サービスも含めまして

１３事業の充実、それと小１の壁というようなこ

と等で、それらを網羅した形で―網羅といいま

すか、整合性をとる形でそれぞれの施策の中に書

き込みをさしていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（谷津由尚）本市は国の計画に２０年前

倒しで２.０７人の出生率を確保しようという非常

にアグレッシブな目標を組んでいただいて、それ

については私も同意見で、そういう目標設定に対

して感謝するんですけども。だからゆえに気を引

き締めてやっていかなきゃいけないわけですが、

産業雇用基盤を強化するというのと、もう一つは、

この子育てに対してどういう環境整備ができるん

だという、この二つがもうキーポイントになるわ

けです。 

 そうしたときに、産業雇用基盤は先ほど言いま

したから、もういいんですけど、一番核になるこ

れが、私は今の薩摩川内市子ども・子育て支援事

業計画の延長線であるんだったら、余り変わらん

だろうと思うんです。正直に言いますと。 

 なぜかといいますと、その第１次薩摩川内市子

ども・子育て支援事業計画があって、第２次がこ

とし４月から始まりました。それに対してアン

ケートをとったのは６月です。つまり第２次が提

供された後のアンケートですから、それによって

これだけのアンケート結果が得られているわけで

すから。ということは、これだけのある意味、脆

弱性というのはちょっと合わないかもしれません

が、そういう問題点があるわけです。 

 ですから、そこに対して具体的に手と打つとい

うのが明確にここにうたわれていないと、結局、

今からある意味ドラスチックに改善していかなき

ゃいけないわけです。今までの延長線の動きでは、

これはできないと思うんです。 

 ですから、今までの同じ動きじゃだめというこ

とは、じゃ、ここに何を持ってくるんですかとい

うことです。もっと今の市民の方のお言葉、アン

ケート結果に本当に真摯に対応して手を尽くすよ

うな対策をここに持ってこないと、なかなか効果

に結びつかないんじゃないかという気がするんで

す。いかがですか。 

○市民福祉部長（春田修一）委員おっしゃると

おりだと私も思っております。 

 そういうことで、この中では、今、子育て計画

との整合性ということで申しましたが、子育て計

画には書き込んでない部分もこの中にはかなり書

き込んでおります。 

 一つには、経済的不安ということもございます

ので―現状から申しますと、うちどもが
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１.８６ぐらいの合計特殊出生率がございます。母

子保健手帳を交付される際に、ちょっと今回の部

分で調べたんですが、二人目以上を出される方が

約６割ぐらいいらっしゃいます。というようなこ

と等がございますので、私どもとしては、もう一

人、一人の方は二人、二人の方は三人という形で

２.０７あるいは２.２という形に持っていきたい。

そのための経済的な負担という形で、多子世帯の

保育料軽減という部分も書き込みをさしていただ

いておりますし、産後ケア、そういう部分も子育

て計画の中には書き込んでおりませんが、今回大

きな項目の中で産後ケアあるいは小児・産科・周

産期体制の維持という部分、それと、総合的なワ

ンストップ化のセンターという部分の設置という

ような形で、私どもとしましてはちょっと踏み込

んだ形で書き込みをさしていただいたつもりでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○委員（谷津由尚）だいぶ踏み込まれたという

ことですが、そうであれば、この数値目標と基準

値ＫＰＩの設定の仕方がキーポイントになるだろ

うと思います。あわせて、第２次薩摩川内市子ど

も・子育て支援事業計画の該当する部分の見直し

も必要になってくるだろうと思います。 

 いずれにしても、この地方創生の具体的なアク

ションというのは、全て今ある本市の政策に対し

てリンクして動いていかなきゃいけませんから、

そこの整備も含めてより現実に近いこのＫＰＩの

設定をお願いします。 

 以上です。 

○委員（成川幸太郎）この（３）の子どもを持

つ世帯に優しい環境づくりということで見ていま

すと、ちょっとどういうことかイメージが沸かな

いのがあるので、わかってれば教えてください。 

 内容の中の一番下の事業所による男性・女性の

育児休業支援というのは、これはどういう支援を

イメージされていらっしゃるんでしょうか。 

○企画政策課長（上大迫 修）子どもを持つ男

性・女性に優しい環境づくりということで、ここ

につきましては、１番目のところにありました雇

用のところの雇用環境づくりとは少し趣が違って

おりまして、要は、子どもを持っておられる女性

が出産されるのを契機にリタイアされたりすると

きには、次の再就職、そのためのスキルアップと

いったところまで含めた環境づくりが必要だとい

うのがあります。 

 また同時に、子どもを産まれた方が職を持って

おられるんですけども、育児休業制については男

性も女性も使うことができるんですが、女性すら

使えない環境があったりしますので、御主人さん

も使えるような環境になるように事業者への働き

かけをすることを頭に置いているところでござい

ます。 

 これは、先ほど申しましたとおり、国、県の政

策にも似たようなことがあるんですけども、実際

休業された方の人材が不足したときに、それを手

当てするために国が支援制度を持ってたりとか、

新たな方を雇用したりとかありますので、そうい

ったことや、また、特にここの部分ではもう一つ

あるんですけども、正規・非正規の部分等もござ

いますので、そういったものも頭に入れながら、

その事業者への直接的な働きかけという点に注力

して、ちょっとイメージさせていただいた内容と

なっています。 

○委員（成川幸太郎）私は、具体的にその育児

休業の男性の目標というのは国の政策にもありま

したですよね。それに対して、育児休業に対して

支援をということなんですが、経済的支援なのか、

制度的支援なのか。民間企業に対して支援をする

ということですから、何かをイメージしとかない

と出てこない文章だろうと思うんですけども、そ

こをちょっと、自分で頭に浮かばないもんですか

ら。 

○商工観光部長（末永隆光）事業所による男

性・女性の育児休業支援につきましては、上のほ

うに出ておりますが、次世代育成支援対策推進法

というのがございます。これは、この中で各事業

所が行動計画を策定することになっています。 

 この中に、勤務する男性・女性の育児休業を

何％とりますとかという目標を掲げることになっ

ているんですが、そういった制度をやはりなかな

か、先ほどと同じ話になるんですが、こういった

制度を知らない。これは、くるみん制度というふ

うに呼んでいるんですが、このくるみん制度を事

業者が知らないという部分がありますので、経済

的支援というよりは、やはりその制度の周知とい

うことを考えております。 

 以上です。 

○委員（井上勝博）この中には積極的だと思わ

れる内容で、例えば、子ども医療費助成の継続・
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拡充という文字が入っております。 

 それから、奨学金育英制度の充実という点では、

やっぱり奨学金を借りて利子を払うという国とい

うのは、先進国の中で日本しかないそうです。大

抵は、もうただでやりますよと。それは無利子と、

これはもう当たり前なんだけども、日本の場合は

有利子というとんでもない奨学金のローン制度み

たいなことになってしまっているわけで、こうい

ったのでいうと、かつて祁答院町がたしか奨学金

制度では非常にすぐれた制度があって、それを統

一という形で縮小した経過があったと思うんです。 

 こういうふうに書かれたということは、前向き

に具体的な形でも進めていこうという考えはある

んだろうなと思うんですが、その辺についてはど

うなんですか。計画は計画、実際はいろいろ今か

ら検討ですということなのかどうか。 

○企画政策課長（上大迫 修）企画政策課のほ

うから奨学育英制度に続いてなんですけども、具

体的に検討を進めておりまして、実施する方向で

の組み立てになろうかと思います。 

 特に、議論の過程におきましては就学・就園の

奨励補助などが結構義務教育課程の中においては

ある中で、高校、大学にするときにお金を貸すと

いう制度が、今、既にございますが、そうではな

くて、今言われましたその給付型的なものも頭に

入れて制度設計を今しつつあるところでございま

す。そういう貸し付け型ではなくて、給付型とい

うのを念頭に置いたような議論というのを今進め

ているところでございますので、そういった状況

であるということで御理解をお願いします。 

○市民福祉部長（春田修一）子ども医療費助成

の部分でございますが、これにつきましては、対

象人員も含めまして、去年のうちからいろいろ資

料を用いながらやってるんですが、金額的な、財

政的な問題等がございまして、そのあたりの実現

という部分がなかなか今着手できないところでご

ざいます。 

 ただ、今後、この部分については経済的負担の

軽減という観点から、もうちょっと効果とか、そ

ういう部分も含まして前向きな形で検討を進めて

いきたいという思いで書き込みをいたしたところ

でございます。 

○委員長（川畑善照）よろしいですか。ほかに

ないですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川畑善照）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質問はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川畑善照）質疑はないと認めます。 

 次に、資料２─４の「４ 豊かに暮らす薩摩川

内」について御質疑願います。 

○委員（谷津由尚）１点あります。以前からい

ろいろと議論にはなってるんですけど、その都市

のコンパクト化という表現を最近よく耳にするん

ですけど、ここで、この第４章で、豊かに暮らす

薩摩川内のところで、この都市のコンパクト化の

ための具体的方策をうたわれるのであれば、周辺

地域に対する具体的な方策をもっとうたわれるべ

きです。そうせんと、バランスがとれない。去年

まで定住自立圏の形成をやっていましたよね、

５年間か、３年間ですね。そこで得た結果という

のがどこに反映されているのかが、これでは見え

ないです。 

 例えば、この（１）地域力強化・維持と。これ

がコミュニティ課のみのアクションになっていま

すが、ここに本来であれば農政課ですとか、林務

水産課ですとか、そういう一次産業にかかわると

ころが出てきてもおかしくない。むしろ、そうい

うものでないと、私はだめだと思うんです。そう

いう総合的にバランスをとった上でのＫＰＩです

から、まず、この点についてお願いします。 

○企画政策課長（上大迫 修）説明のときに多

少述べさしていただきましたが、施策の①、②に

ついては、市内全域に向けたものとして書いてあ

るものになります。 

 委員御指摘の③の施策を議論するのであれば、

これ以外の地域についてどのようにやっていくの

かということであるんですけども、定住自立圏と

して全体の議論というのは、多様な地域において

定住していく、住んでいくための施策ということ

で議論しているわけですけども。さらに今後の

１０年、２０年後を考えますときに、都市の骨格

といいますか、考え方として、コンパクトに集約

を図っていくことが人口を維持、経済を維持して

いく部分と、逆に、そういったことが進む一方で、

地域に定住されたい方なり、集落に不安があると

いうその二つの部分に焦点を当てて書いてますの

で、この二つ以外の部分での政策を総合戦略の中

では、整理の過程では全て書いてはいない。書け

ていないといいますか、人口の減少問題に対して
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どのように捉えて取り組んでいくのかということ

からすると、機能集約なり、強化していく部分、

支えていく部分の議論をある意味絞り込んで整理

をさしていただいたところがありますので、周辺

部に対する部分をもっと書くべきであるという御

指摘はわかるんですけども、今後、薩摩川内の中

で人口問題をどう考え、産業問題をどう考えてい

くときに、今議論すべき部分というのは、その機

能強化の部分と、地域において集落機能が難しく

なる部分について、どのように整理をするのかと

いうふうに集約さして今回示さしていただいてお

りますので、定住自立圏のような書き方ではちょ

っとお伝えできなかったというのが現状でござい

ます。 

 ただし、定住自立圏の部分については、国も総

合戦略の中で推進するというふうに書いておりま

すので、ただ、書いている部分は、既に私どもは

第１期で定住自立圏を推進しておりますから、従

来の施策の中でその取り組みをしながら、１０年

先、２０年先を捉えたときに、コンパクト化と小

さな拠点といった議論をきちっとすべきであると

いうような整理をしたところでございます。 

○委員（谷津由尚）わかるんですよ、おっしゃ

ることはわかるんです。そのほうがはるかに効率

的で、分散と集中と明確にめり張りをつけてやる

というのはわかるんですけど、ただ、本市が定住

自立圏の形成という過去動いてきたこの一定期間、

それと、そこにかけた予算、当然国からの支援が

ありましたが。結果というのは、当然ここにうた

われるべきであって、ただ、今おっしゃったよう

に、都市部と周辺地域とは、常に経時的に変わっ

ていきますね。時間がたつと。人口も動くでしょ

うし、環境も変わっていきます。 

 ですから、これはその時間、時間によって常に

流動しているわけで、それに応じた考え方ですと

か、形をつくっていかなきゃいけない。これはも

うしょうがないんですよね。しょうがないんです

が、それが最初から形がないというのは、ちょっ

と私はおかしいなと思いますね。 

○企画政策課長（上大迫 修）議論すべきとい

うことでコンパクト化の話と小さな拠点の話をし

ましたが、その薩摩川内市全体を捉えたときに、

私どものほうがその地域に暮らすと。地域を形づ

くっていくという中で基本に置いておりますのは、

そのコミュニティの問題とか、安全・安心な問題

とか、教育の問題というのをきちっとそのベース

に据えた上で、全体に据えた上で議論をするとし

ておりますので、定義づけの中で、全ては書けて

はおりませんけども、基本的に地域で暮らすため

の必要なベーシックな部分というのは、コミュニ

ティ、安全・安心、教育といった部分をその施策

の１番のところで書かしていただいて、さらにそ

の先にある部分のコンパクト化とか、小さな拠点

というのも議論としては並行して進めるべきとい

うふうに整理をしておりますので、御理解いただ

けないかなというふうに思います。 

○委員（谷津由尚）理解できないから質問して

いるんです。この四つの分類に分けてカテゴリー

がそれぞれあって、共通するところもあるわけで

す。共通するところがあるんでしたら、それをう

まくバランスよく書いたらいいじゃないですか。 

 でないと、この豊かに暮らす薩摩川内というこ

のカテゴリーだけを見さしてもらったときに、私

が今言いましたこのアンバランス感というのは払

拭できないですよ。それは、一つ目、二つ目で全

部網羅されていますと言いつつも、この豊かに暮

らすというカテゴリーの中で、それなりにやっぱ

り環境、もっと指標すべき具体的な項目等あるわ

けですから、それ相応の表現を使ってやるべきじ

ゃないですか。 

 でも、中身は一緒です。同じものですよ。同じ

ものを最初でもうたい、ここでもうたうことにな

るかもしれません。だから、そういうのはＫＰＩ

の指標設定はどっちか片方でいいんです。いいん

ですが、そこまでしないと、私は施策としてはど

うかなという。現実性があるのかないのかという

ことになると、ちょっと欠けるのかなという思い

があるから、ちょっと言わしてもらってます。 

 以上です。 

○委員（井上勝博）今の谷津委員の議論にちょ

っと関連するんですけれども、コンパクト化と言

ったときに、この中に、街なか定住の促進という

ふうに、やっぱりどうしても中心部、中心部へと

人口を集めていこうという考えがあるのかなと。 

 そうすると、小さなまちができて、そこにサー

ビスも行き渡って、いいじゃないかというお考え

なのかなと思うんですけれども、ただ、合併した

当初、鹿児島県内で一番面積が大きいまちという

ことで、そういう意味では、それはもうこの面積

を責任を持つんだということが合併だったと思う
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んです。 

 だから、そういう意味では、やっぱりコンパク

ト化ということについて言えば、やっぱり不安が

というのが出てくるんです。ドイツの例でいいま

すと、ドイツでは、とにかく林業を重視したと。

１００％木材自給にしたと。そうすると、自動車

産業と同じぐらいの雇用が生まれて、どこに行っ

ても人がいるという状況が出てきたというふうに、

ある文献に書いてありまして。今、薩摩川内市で

鳥獣被害というのはいろんなところで言われて、

もう畑をつくれなくなっちゃったよ。田んぼもつ

くれなくなっちゃったよとあるんですけども、こ

れは、やっぱりどんどん山が荒れてきて、で、里

のほうまで鳥獣がやってきているから、そういう

ことが起こっているわけで。やっぱり林業を重視

して、山奥まで山を整備していくということにな

っていった場合に、そういう人が住める環境が広

がっていくというのがドイツの例なんです。 

 これは国の政策との関係で、やっぱり国にも求

めていかなきゃいけないことなんですけれども、

やっぱり、そのコンパクトシティというよりも、

どこにいても基本的な暮らしができますよという

まちづくりをやっぱり目指すということこそ豊か

な暮らし、そして自然と触れ合える暮らしという

ことになるんじゃないかなというふうに私も思う

もんですから、その辺のお考えはどうでしょうか

ということなんです。 

○企画政策課長（上大迫 修）厳しい意見をい

ただいておりますけども、今回この分析をさして

いただいた中で、域外からの転入、また市内の転

居の状況等を見ますと、市街地部分のほうに若い

方、転入・転居を含めて全人口ですけど、７割、

８割の方が集中しておられます。そこに経済が営

まれていて、そこを中心にしみ出していくように

地域のほうに住まいであるとか、農業とかいった

形がある形態があるわけですが、それを現状とし

て踏まえながら、人口が減っていく中で捉えてい

こうとしたときに、その都市のコンパクト化とい

うのは一つのキーワードとしてきちっと方向性を

示す必要があるのではないかというふうに整理を

した部分です。 

 ただし、ここでありました、谷津副委員長のほ

うからありましたそれぞれの地域で暮らすという

多様性の部分を否定しているのではなくて、そこ

に暮らそうとしたときに、人口のほうが減ってい

って、集落機能がとれないよといった部分等が予

測されるので、その議論を小さな拠点といった部

分でやっていきたいということでございますので、

決して集約したからほかのところを放置している

というんじゃなくて、そういったのを維持しなが

ら、周辺の地域においてサービス機能なんかが失

われることがないような仕組みといったのを、こ

の５年間の間に議論をして組み立てるべきだとい

うふうに政策として整理をした部分でございます

ので、飾りつけ方といいますか、整理の仕方とい

った部分では御指摘の部分はありますけども、お

伝えしたい内容というのはそういった部分でござ

いまして、決して地域のほうを見捨てるというか、

やっていかないということではなくて、そこに住

むということは十分認めつつも、将来そこにおい

て発生する事案について直視しながら議論すべき

時期にあると。そのための総合戦略だというよう

に整理をしたつもりでおります。 

○委員長（川畑善照）よろしいですか。ほかに

ないですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川畑善照）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員、ございませんか。 

○議員（帯田裕達）実は、きょう初めて出席し

たんですが、もともとこれ総合戦略ですから、

トータル的なもので将来の展望を図られると思う

んですが、全てを進めていくことで人口が果たし

てそのまま推移できるのかなちゅうような不安も

あります。 

 そしてまた、やはりこれをつくられて地方創生

に結びつけていかれるときに、やはり特化したも

のというか、重点政策みたいなものを決めていか

ないと、全部がじり貧になって、果たしてそれで

人口が保てるのかなと思うんです。やはり人口の

ことで言うと、どうしてもやっぱり子育て支援と

か、女性の出生率とかにかかわるわけですので、

それがあって、その後にいろんな総合戦略がある

んじゃなかろうかと思うんです。 

 だから、やっぱりその予算の配分とか、いろい

ろあると思うんですが、重点の政策をある程度、

１０年なら１０年これをやっていくんだと。これ

で底上げにつながるんだというような政策もやっ

ぱり必要じゃなかろうかと思いますので、一応要

望、意見でお願いいたします。 

○議員（瀬尾和敬）委員の皆さんが、もういい
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と言われたとのに、済みません。 

 ９月９日の南日本新聞に、地方創生の全国モデ

ル、自治体４割が交付申請というふうに記事があ

ります。もちろん我がまちは出されていないと思

うんですが。今後、こういうのに申請する、そう

いうつもりというのはもちろんおありと思います

けれども、そこをちょっとお聞かせ願いたいと思

います。 

○企画政策課長（上大迫修）新聞の内容につき

ましては、新たに国が配分します交付金に対して

手を挙げているのかという内容の部分でございま

したが、私どものほうも二つの事業について手を

挙げております。結果は、１０月末ぐらいに出る

というふうに思っておりますので。 

 ただ、内容の部分を多少申し上げますと、やは

り雇用を生むような新たな産業の創出の分野で

２件ほど上げさしていただいておりますので、結

果の報告は後ほどさしていただきます。 

○議員（瀬尾和敬）それは、もうよくわかりま

した。 

 地方創生に係る事例集というので、広域連携ア

ンテナショップ事業というのをやっているところ

があります。大分の豊後高田市、国東市、杵築市、

姫島村、ここは３市１村で交付金を３,５４２万

９,０００円もらって、福岡でアンテナショップを

共同で出していると。 

 今後、この近隣の市もしくは町ともタッグを組

みながら、例えばこういう方法があるとしたら、

今後やっていってもいいんじゃないかなという気

もします。あと２５年ぐらいすると消滅すると言

われている阿久根市なんかもありますが、彼らも

一生懸命地域づくりに頑張ろうとしています。そ

ういう意味で連携するのもいいんじゃないかなと

思いますが、そういうのを視野に入れるつもりが

あるかどうかを、ちょっとお伺いしたいと思いま

す。 

○企画政策課長（上大迫修）交付金のほうで直

接この事業はしておりませんが、今現在でも振興

局を中心に一緒に物産の売り込みであるとか、そ

ういったことをやっておりますので、観光につい

ては１点だけではなかなか集客ができないという

ことで、広域的な連携といったものも考えており

ますので、今後具体化する上で参考とすべき点で

あろうというふうに考えております。 

○委員長（川畑善照）質疑は尽きたと認めます。 

［「委員長、よろしいですか。」と呼ぶ者あり］ 

○委員（小田原勇次郎）質疑が尽きたと認めま

すですから、今、２─１からずっと各論で質疑を

してたんですが、総体のちょっと御意見を言わせ

て。この各論じゃなくて、全体的な部分で。 

○委員長（川畑善照）次の委員会じゃなくて、

今ですね。 

○委員（小田原勇次郎）今、各論の質疑が終わ

ったという認識だったので。 

○委員長（川畑善照）また時間は出していいん

ですけど、今回出して、どうぞ。 

○委員（小田原勇次郎）済みません、今、２－

１、２－２、２－３、各論で質疑が終わったとい

う認識だったので、全体的な部分で１点だけ。 

 今、各この４項目について議論があった中にお

いて、総体的にこれは一応薩摩川内市のまちづく

りのベースは、私最初に申し上げましたように、

基本構想で定めてますから、その中において特化

して、地方戦略という部分の総合戦略という形で

特化してやっていくという最初の部長の御説明で

した。 

 そうした中においては、総体的に私はたくさん

網羅し過ぎやなというのが全体的なイメージであ

りました。 

 今後、冒頭で部長がおっしゃったように、当然

まちづくりですから、いかに民間、市民の協力体

制を勝ち得るのか。そして、今、帯田議員も各論

の部分で御質問されましたけども、要するに財源

論議が出てきますから、交付金が全部充てられる

事業じゃありませんから、自主財源でやっていか

なきゃいけない部分もたくさんある部分ですから。

その中において、どこに強弱をつけて、どの部分

は絶対手放さないでやっていくんだというスタン

スは、総体的にまた議論していく必要があるとい

うふうに、各論ではちょっと申し上げられなかっ

たので、総体でちょっと意見を申し上げておきま

す。 

 以上です。 

○委員長（川畑善照）意見は尽きたと認めます。 

────────────── 

△今後の委員会の進め方について 

○委員長（川畑善照）本日の日程は以上で終了

しましたが、ここで、今後の委員会の進め方につ

いてお諮りします。 

 次回、１０月５日に開催予定の委員会において、
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いただく予定でありますが、次が最後の委員会に

なる予定でございます。 

 また、冒頭、当局から説明があったとおり、次

回予定しておりますこれらの素案については、本

日の説明部分がベースになっていることから、特

に本日の委員会では、素案に近い形のもので議論

ができたのではないかと考えております。 

 つきましては、次の委員会までに、これまで出

された意見等を資料に整理し、これを事前に各委

員に送付した上で、次回、委員会報告の取りまと

めを行いたいと考えておりますが、そのように進

めていくことで御異議ありませんか。 

○委員（成川幸太郎）１０月５日を最後にする

のはいいんですが、今出されているこの案の数値

目標、ＫＰＩというのはそれまでに出していただ

けるということですね。 

○企画政策課長（上大迫 修）今、お手元にあ

ります資料は、外部の検討委員会に出した資料を

ベースに議論いただいておりますが、議会のほう

の特別委員会の議論と並行し外部の委員会も進ん

でおりますので、外部の委員会に係数を出しつつ

ありますから、そのタイミングは、恐らく９月の

２５日以降に資料が出ますので、そこで数字のほ

うは事前に資料配付という形で手元に届くかとい

うふうに思っております。 

○委員長（川畑善照）私のほうから、いいです

か。それができた段階で、委員に配付をお願いで

きますか。 

○企画政策課長（上大迫 修）これまで、同じ

方法であれば、全議員のほうに配付さしていただ

く形で、資料となっておりますので配付できます。 

○委員長（川畑善照）ということでございます。

１０月５日に予定しておりますそのときには、も

う入っておる予定でございますので、また、そこ

で議論もお願いしたいと思います。 

 次回、委員会報告の取りまとめを行いたいと、

そのときを考えておりますので、そのように進め

ていくことで御異議はありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川畑善照）御異議ありませんので、

そのように進めてまいります。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（川畑善照）以上で、地方創生特別委

員会を閉会したいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（川畑善照）御異議ありませんので、

以上をもって地方創生特別委員会を閉会いたしま

す。 

 次の委員会は１０月５日月曜日を予定しており

ますので、よろしくお願いします。 
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